
メロディアン株式会社企業行動規範 

 

 

   メロディアングループ各社は、全社員が業務を遂行するにあたり、また個人として行動するうえで遵守すべき

基本的な事項を定め、社会から信頼される企業となることを目的として、企業行動規範を定めます。 

 

   １．行動規範の一般規程 

    全社員は、日々の行動において法令、社内規程などのルールを遵守することはもちろんのこと、法令などに 

抵触しない場合でも、会社が「よき企業市民」として評価されるよう、社会的良識をもって行動します。 

 

   ２．地域社会に対する行動規範 

     全社員は、地域社会との協調を図り、その発展に貢献するように努めます。また、「環境方針」に則り、 

環境問題に配慮して行動するよう努めます。 

 

   ３．国際的企業としての行動規範 

     全社員は、国際社会における規範に則った行動に努めます。また、国内外の文化、法律、慣習などを 

尊重し、地域の発展に貢献するよう努めます。 

 

   ４．発注者などに対する行動規範 

     全社員は、顧客満足を原点に、良いものを、安く、早く顧客に提供することを目的に行動します。 

     また、発注者あるいは発注者の全社員個人に対して、不正な金品の供与あるいはその約束などを 

行いません。 

 

   ５．政治家・公務員に対する行動規範 

     全社員は、政治家、公務員との関係において、贈収賄刑罰法規に違反する行為を行わないことは 

もちろん、誤解を受けるような行為は行いません。 

 

   ６．競争会社に関する行動規範 

     全社員は、公正、透明、自由な競争を旨として行動します。入札談合など刑法、独占禁止法などの 

刑罰法規違反を犯すことのないよう、責任ある行動をとります。 

また、競争会社に関する情報につき、不正な手段を用いて入手致しません。 

 

   ７．取引業者に関する行動規範 

     全社員は、仕入れ先など取引業者との取引きに際しては、公平に取り扱うものとし、会社の優越的な地位 

を濫用して不利益を与えるようなことを致しません。また、外注委託業者との取引に際しては、 

下請代金の支払いその他に関し、下請法などに違反する行為を行いません。 



     ２ 全社員は、仕入れ先などの取引業者との取引に際しては、より良いものを、経済合理性に基づき 

選択します。 

     ３ 全社員は、仕入れ先など取引業者から接待、贈答などを受けません。やむを得ず受ける場合は、 

原則として事前に上司に報告します。 

 

   ８．日常業務における行動規範 

     全社員は、法令および社内規程に基づき、全社員および取引業者などの安全衛生の確保に努めます。 

     ２ 全社員は、営業秘密、社内用文書について厳重に管理します。 

     ３ 全社員は、会社と競合する他の企業の役員、従業員となること、当社の事業と競合する行為、 

業務上の地位を利用して第三者から個人的に利益を受けるなど、自己の利益と会社の利益が相反する 

様な行為を行いません。 

     ４ 全社員は、会社が保有する知的財産権（特許、著作権、ノウハウなど）につき、その権利の保全に 

努めます。また、全社員は、他者の知的所有権を侵害してはならず、他者の知的財産権を取得、 

利用する場合は、その使用許諾契約条件を遵守します。 

 

   ９．健康管理に関する行動規範 

     全社員は、「美と健康を提案するメロディアン」ということを十分に認識し、健康増進に留意した生活を 

心がけます。 

 

  １０．その他 

     全社員は、社内においても、社外においても、性別、国籍、人種、門地、宗教、身体上の理由などによる 

差別を行いません。 

     ２．全社員は、健全な職場環境を保持するため、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを 

行いません。 

     ３．全社員は、業務上得た社内外の個人に関する情報について、業務目的以外に使用してはならず、 

また漏えいしません。 

     ４． 会社は、結社の自由と団体交渉に関する労働基準法・労働組合法・労働関係調整法に定めに従い、 

労働組合の活動を認め、従業員が集団で交渉する権利を尊重し、これを妨げません。また、労働組合 

の代表者は、組合側が自由に選出できます。 

 


